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１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

＜組織体制＞

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

計 画 給 水 人 口 6,700

現 在 給 水 人 口 5,860
法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

㎥／日

これまでの主な経営健全化の取組

無効水量を減らすため、計画的に老朽管の更新を行っています。
また、令和7年度から南海トラフ地震に備え、重要給水施設の耐震補強や重要配水管の耐震化・更新事業を行っています。

別紙にて添付。

平 成 12 年 1 月 14 日

66.4

千ｍ

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

別添１－２

木曽岬町上水道事業経営戦略

事業の現況

給水条例により、基本水道料金は、1ヶ月10立方メートルまで一律の金額。超過水量料金は、超過水量に応じて単価が定
められています。限りある水資源の乱用を抑制するため、大量に使うほど単価が上昇する逓増型の料金体系を採用してい
ます。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 54.45

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

0

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 4,800

職員数

事業運営組織

１名

本町の水道事業については、建設課で所管しています。

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

木曽岬町

木曽岬町上水道事業

計 画 期 間 ：

2

～

管 路 延 長

0.56

供 用 開 始 年 月 日 平 成 12 年 1 月 14 日

水 源 表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

給水人口の予測

料金収入の見通し

水需要の予測

料金収入につきましても、木曽岬町水道事業アセットマネジメントから値を参照。有収水量に比例するため、有収水量の予測を基準に算出しています
（2024年度までは実績値）。基本的な料金収入は有収水量同様に減少を見込んでいます。2022年度、2023年度は水道基本料金減免があったため、実績値
が低くなっています。また、現段階で料金改定の計画はありません。

水需要の予測につきましても、木曽岬町水道事業アセットマネジメントから有収水量を参照。実績値から有収水量原単位に給水人口及び年間日数を乗じ
て算出しました（2024年度までは実績値）。人口の減少が見込まれることから、水需要においても減少が見込まれます。

令和6年度に策定した木曽岬町水道事業アセットマネジメントから行政区域内人口を参照（2024年度までは実績値）。実績値及び予測値ともに減少傾向に
あり、今後も人口減が見込まれます。
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（４）

ア　構造物及び設備の健全度

木曽岬町水道事業アセットマネジメントから参照。
更新を行わなかった場合の健全度は次の図のようになります。
健全資産・・・経過年数が法定耐用年数以内の資産額
経年化資産・・・経過年数が法定耐用年数の1.0～1.5倍の資産額
老朽化資産・・・経過年数が法定耐用年数の1.5倍を超えた資産額
法定耐用年数は、建築50年、土木60年（鋼製配水池45年）、電気20年、機械15年、計装10年となります。
2024年（令和6年）は、老朽化資産が全体の14.0％であるのに対して、20年後の2044年（令和26年）には23.0％、40年度の2064年（令和46年）には46.1％
となります。
弘法池受水場が1991年（平成3年）に竣工されたことから、機械・電気・計装設備がすでに老朽化資産となっており、今後、建築・土木構造物について
も、2030年代後半に経年化資産が増大し、2050年代後半には老朽化資産となります。

施設の見通し
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イ　構造物及び設備の更新需要

木曽岬町水道事業アセットマネジメントから参照。
更新基準を建築70年、土木70年、電気設備25年、機械設備24年、計装21年に設定し、更新基準で更新した場合、次の図のようになります。
今後40年間において978,500千円の更新需要が発生します。また、年平均では約24,463千円（＝978,500千円/40年）となっています。
現在配水場については、毎年点検、修繕工事を行い、更新時期の集中を防いでおります。
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ウ　管路の健全度

木曽岬町水道事業アセットマネジメントから参照。
更新を行わなかった場合の健全度は次の図のようになります。
健全管路・・・経過年数が法定耐用年数以内の管路
経年化管路・・・経過年数が法定耐用年数の1.0～1.5倍の管路
老朽化管路・・・経過年数が法定耐用年数の1.5倍を超えた管路
法定耐用年数は、管種関わらず全て40年で算出しています。
2024年（令和6年）は総延長76.3kmのうち、老朽化管路5.0㎞（6.6％）であるが、20年後の2044年（令和26年）には16.7km（21.9％）、40年後の2064年
（令和46年）には60.4km（79.2％）となります。
1980年代後半に管路が多く布設されたことから、2040年代後半に老朽化管路が増大します。
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エ　管路の更新需要

木曽岬町水道事業アセットマネジメントから参照。
更新基準をダクタイル鋳鉄管（耐震型継手）80年、ダクタイル鋳鉄管（非耐震型継手）60年、鋼管60年、ステンレス管80年、塩化ビニル管60年、ポリエ
チレン管80年に設定し、更新基準で更新した場合、次の図のようになります。
今後40年間において全ての管路が更新対象となり、更新対象となる管路延長は59,232ｍ、金額は3,830,239千円となります。
また、年平均延長では約1,481ｍ（＝59,232ｍ/40年）、金額は95,756千円（＝3,830,239千円/40年）となっています。
現在は、南海トラフ地震に備え、重要配水管の耐震化を優先的に進めていますが、老朽管更新の際も耐震管を導入しており、更新が集中しないよう更新
時期の平準化を目標に布設替を行っていきます。

配水本管 配水支管
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（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

修繕費については、施設及び管路の老朽化に伴い増加することが見込まれます。

上水道の安定的な供給は、生活に欠かせないことであり、健康的な生活を営む上で重要です。現状における老朽管の増加等の諸課題を克服し、水道事業
を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、質の高い事業を将来にわたって持続していきます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標 水道の安定的な供給を維持するため、配水管の更新投資を継続的に実施します。

目 標 能率的な経営を持続し、適正な投資と財源の確保により経営基盤を強化します。

②　収支計画のうち財源についての説明

南海トラフ地震に備え、重要給水施設への管路を優先的に更新します。それに加え、耐用年数を超えた管、漏水の多発した管路の更新を行います。
また、更新時期が集中した場合、財源に無理が生じ安定した経営が行えなくなる可能性があるため、投資額の平準化を目指し、計画的な投資を行いま
す。

料金収入は、給水人口及び有収水量の推移を考慮して積算しています。
更新計画を進めていくうえで、多くの支出が見込まれますが、料金改定による収益の確保ではなく積立金の取り崩しにより財源の補填を見込んでいま
す。

現状の職員体制は、人数が少ないことに加え、専門知識に乏しいため、技師の確保が重要となっていきます。また、他市町の水道事業との情報共有や、
広域化などの事業体間の連携について、継続的に検討していく必要があります。

組織の見通し

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

毎年度、決算結果との分析を行います。また、令和7年度から南海トラフ地震に備えた事業・工事が増加し、
上水道事業に大幅な変更が見込まれているため、そういった事業計画の大きな変更や実績との乖離が生じた際
には、経営戦略の見直しを行います。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施設・設備の更新計画を策定し、事業費の平準化を図ります。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

木曽岬町単独では水道事業の規模の面で限界があるため、広域化で行えることの可能性を検討していきます。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 特になし。

現在、企業債の借入はありませんが、今後の更新需要の増に向け、必要の有無を含め検討していきます。

経営については独立採算を堅持します。

町営の継続を前提としつつ、町水道事業に適したものであるか、今後の動向を注視していきます。広 域 化

現在、喫緊の料金改定予定はありませんが、今後の更新需要の増に向け、収支バランスについて注視していきます。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

定期貯金にて、安全性の高い資金運用を実施しています。

そ の 他 の 取 組 特になし。

企 業 債

繰 入 金

管路更新の際には、適切な口径になるよう検討していきます。

配水場施設の更新の際には、適したスペックのものを使用します。



全体総括

15.74

①令和5年度と同様に100％を切り、類似団体平均も
下回り、赤字経営となった。
②類似団体平均よりも下回っている。
③令和6年度全国平均を上回っており、支払能力は
十分備えているといえる。
④平成22年度以降発生していない。
⑤令和5年度よりは上回り、令和6年度は90％を越え
た。類似団体平均よりも上回っており、今後も引き
続き力を入れて取り組む。
⑥類似団体の平均値よりも低く抑えられている。
⑦継続的に類似団体平均を上回っている。
⑧毎年度90％を超えており、継続的に類似団体平均
を上回っている。

2. 老朽化の状況について

①令和4年度より新しい施設が追加された影響で、
減価償却率が改善し、令和6年度も類似団体平均を
下回っている。しかし、法定耐用年数を迎える施
設・管路が多いことは例年と同様に変わらない。
②類似団体平均を下回ったが、当該値は令和3年度
からほとんど数値は変わっていない。また今後も管
の老朽化が増となるため、今後の数値も増となるこ
とが見込まれる。
③令和6年度も類似団体平均を上回っているが、今
後も将来的な老朽管の増加が予測されるため、より
計画的な更新が必要である。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km
2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

 今後、配水管と施設の老朽化が増加見込みのた
め、更新に係る費用と経営状況を正確に把握し、健
全・効率的な経営を維持する。そのために令和4,5
年度に策定した施設と管路の耐震化・更新に沿って
計画的進めていく必要がある。

372.30 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 99.21 100.00 2,750 5,860

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

5,875 15.74 373.25 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 末端給水事業 A8 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
三重県　木曽岬町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.06 0.18 0.57 0.57 0.68

平均値 0.40 0.36 0.57 0.56 0.54

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 101.53 101.10 92.15 94.01 95.50

平均値 105.34 105.77 104.82 106.46 103.41

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 70.91 71.61 47.53 49.48 51.44

平均値 47.50 48.41 50.02 51.38 52.30

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 21.49 22.22 22.23 22.26 22.20

平均値 17.40 18.64 19.51 21.60 23.36

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 2.81 8.74 5.81

平均値 24.04 28.03 26.73 27.85 28.00

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 322.77 226.79 5,951.67 3,464.10 6,073.82

平均値 305.08 305.34 310.01 311.12 293.51

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 585.59 561.34 538.33 515.14 498.34

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 91.04 101.48 80.76 81.24 93.23

平均値 82.78 84.82 82.29 84.16 81.45

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 172.78 170.30 194.23 186.47 182.05

平均値 225.09 224.82 230.85 230.21 240.31

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 56.18 55.70 52.99 54.48 55.00

平均値 49.38 50.09 50.10 49.76 49.74

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 93.47 93.78 93.07 91.80 90.88

平均値 78.01 77.60 77.30 76.64 75.37

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和５年度 令和６年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） 決 算

１． (A) 136,030 149,464 160,148 144,606 142,187 139,941 137,521 135,275 132,856 130,264 129,400 128,363
(1) 133,102 148,628 159,913 143,251 140,832 138,586 136,166 133,920 131,501 128,909 128,045 127,008
(2) (B) 11 622
(3) 2,917 214 235 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355

２． 50,560 33,940 32,877 33,626 33,715 33,804 33,893 33,982 34,071 34,160 1,925 2,014
(1) 17,000

17,000

(2) 32,623 32,623 32,324 32,502 32,591 32,680 32,769 32,858 32,947 33,036 801 890
(3) 937 1,317 553 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124

(C) 186,590 183,404 193,025 178,232 175,902 173,745 171,414 169,257 166,927 164,424 131,325 130,377
１． 198,474 192,042 200,100 183,731 182,493 181,179 179,926 178,855 176,342 174,468 170,966 166,199
(1) 4,654 4,992 5,610 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238

4,654 4,992 5,610 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238 5,238

(2) 147,225 140,339 148,991 132,953 131,485 129,655 128,097 126,957 125,574 123,649 123,333 122,823
30,323 24,329 22,053 23,379 23,379 23,579 23,779 24,379 24,579 24,779 25,179 25,379

114,366 114,618 124,212 107,755 106,287 104,257 102,499 100,759 99,176 97,051 96,335 95,625
2,536 1,392 2,726 1,819 1,819 1,819 1,819 1,819 1,819 1,819 1,819 1,819

(3) 46,595 46,711 45,499 45,540 45,770 46,286 46,591 46,660 45,530 45,581 42,395 38,138
２．
(1)
(2)

(D) 198,474 192,042 200,100 183,731 182,493 181,179 179,926 178,855 176,342 174,468 170,966 166,199
(E) △ 11,884 △ 8,638 △ 7,075 △ 5,499 △ 6,591 △ 7,434 △ 8,512 △ 9,598 △ 9,415 △ 10,044 △ 39,641 △ 35,822
(F)
(G) 9 100
(H) △ 9 △ 100

△ 11,884 △ 8,647 △ 7,175 △ 5,499 △ 6,591 △ 7,434 △ 8,512 △ 9,598 △ 9,415 △ 10,044 △ 39,641 △ 35,822
(I)
(J) 971,956 949,884 972,600 927,795 907,204 885,770 863,258 839,660 816,245 792,201 738,560 688,738

13,218 14,614 39,306 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
(K) 28,059 15,639 49,056 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 136,019 148,842 160,148 144,606 142,187 139,941 137,521 135,275 132,856 130,264 129,400 128,363

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和７年度
予算

営 業 収 益

令和８年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
維 持 管 理 費
引 当 金

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

受 水 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和５年度 令和６年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） 決 算

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８． 2,130 1,020 7,318 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542

９．

(A) 2,130 1,020 7,318 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542

(B)

(C) 2,130 1,020 7,318 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542 3,542

１． 16,639 17,174 22,727 42,062 28,028 28,686 29,275 30,205 31,373 31,370 28,676 26,315

２．

３．

４．

５．

(D) 16,639 17,174 22,727 42,062 28,028 28,686 29,275 30,205 31,373 31,370 28,676 26,315

(E) 14,509 16,154 15,409 38,520 24,486 25,144 25,733 26,663 27,831 27,828 25,134 22,773

１．

２．

３．

４．

(F)

14,509 16,154 15,409 38,520 24,486 25,144 25,733 26,663 27,831 27,828 25,134 22,773

(G)

(H)

令和１６年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和７年度
予算

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

計

そ の 他

令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計


